意見陳述
２０２６年６月１５日
金城武政

私は名護市辺野古住民の金城武政と申します。１９５６年１２月１２日生まれで６９歳になります。私は普天間で生まれ２歳の時に家族４人で辺野古に移り住みました。６９年の歳月には辺野古で色んな出来事がたくさんありました。本土復帰の喜びは感激でした。沖縄が日本の国としてアメリカの支配から解放され、平時の暮らしができると信じて疑いませんでした
　私が中学三年生時の心に残る先生がいました。
　授業の合間に教室の窓から聞こえる機関銃の音やヘリの騒音がひっきりなしに続いるので先生は授業を中断しました。その当時からヘリの騒音があったのです。今に思えば私も騒音に麻痺していたことにショックを隠せません。今に至る騒音問題に結びつくことはいうまでもありません。
　先生は、そのヘリ着陸帯の騒音から、授業の話を中断し米軍基地の問題点を訓示してくれまた。米軍基地があるかぎり沖縄に弊害をもたらすと、強い口調で訓示してくれました。
　私が物心ついて気付いたのは、その当時の沖縄では、米兵による殺人事件やレイプ、強盗とあらゆる事件が多発していたことでした。本土復帰しても安心して住めない環境だったのです。
　私が高校３年生の時でした。先生が訓示した事が私の家族に襲いかかったのです。高校３年卒業間近のときに、辺野古キャンプ・シュワーブの海兵隊に私の母が殺されたのです。先生が言っていました。戦争で人を殺すと、 “人間が人間でなくなる“　ということを思い出しました。
　現に、私の母は残酷な殺されかたをしました。海兵隊は、母の頭をブロック割り、陥没させて殺したのです。まさに戦争の悲劇になり “人間が人間でなくなる“　先生の訓示が私の胸に一生心に残っているのです。そして今の自分があるのは先生の訓示された教訓を使命感にして、大人としての役目を果たし、未来ある子ども達の平和な生活、騒音ない教育の場を守りたいのです。

　１年前の辺野古の海は、海洋汚染が基準値を超える異常が見られました。それに、海の汚染の問題だけでなく、第４ゲート付近の山や川や林野からは、埋め立てのための土砂搬出によって緑が消えてしまいました。陸地にて地盤の保水力をなくし、湧き水、雨水が生き場を失い、大浦湾へと流出にしているのです。歯止めが利かなく仮貯水池を増設している状態にあります。客観的に見ても分かるほどに、破壊が進んでいました。それらを鑑みて、私達は埋め立て工事をやめるように訴えてきました。防衛局は万全な対策もせず、工事を進めているために大浦湾の海域の汚染がひどくなっていきました
空では頭上を飛び交う米軍機の騒音で悩まされる日々も増えました。米軍機は低空飛行するので騒音の基準値をはるかに上回る異常な爆音を撒き散らしているのです。異常な低空の飛行でタッチアンドゴーを繰り返しています。
辺野古周辺の住民は、今にも集落に墜落するのではないかと、つねに不安と恐怖を抱えています。毎日の生活が不安のくり返しで安らぐ日はありません。恐怖だけが蓄積されて精神的苦痛を抱えるのにも限界があります。

この裁判は、２０１９年４月に提訴しました。
那覇地方裁判所は、２０２２年４月、私達に原告適格がないとして、不当にも私達の訴えを却下しました。それに対し、２０２４年５月、福岡高等裁判所那覇支部は、私達の原告適格を認める判決を出しました。原告適格の判断だけで、このときでも提訴から既に５年も年月が経過していたのです。
私達は、大浦湾の埋め立て、そして基地完成後は基地及び米軍機から発せられる騒音、墜落の危険、米兵による犯罪行為などの実害を被る立場です。それにもかかわらず、私達辺野古の周辺住民が裁判を起こす資格があるかないかという点だけについて、これだけの年月を費やすのはどう考えてもおかしいです。
とはいえ、私達は、これでようやく中身の議論に入ってもらえると、一歩前進した気持ちでした。
ところが、国はこの結論を受け入れず、不当にも上告しました。
これに対して、最高裁判所は、高裁の判決から２年が経過した本日、こうして弁論の期日を開いております。
最高裁判所の裁判官の方々が、どのような視点で本日の弁論期日を開かれたのか、私にははっきりしたことは分かりません。
しかし、高等裁判所が出した正しい結論を覆すことだけはないと心から信じております。
　
　私達は、戦争に繋がる基地はいらないのです。平和な暮らしを大事にしたいのです。子ども達の未来を守りたいのです。日本で初めてホープスポットとして認定された大浦湾を守りたいのです。
　国の国家戦略に誤りがあってそれを指摘しても、国は聞き入れてくれません。日本国憲法では、主権在民がうたわれています。その私達の主権を尊重してくれますよう、私たちは法の番人に頼るしかないのです。
どうか正しい判断をしてくださることをお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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